
船舶事故調査報告書 

令和３年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年８月２日 １６時００分ごろ 

発生場所 福井県坂井市九頭
く ず

竜川
りゅうがわ

 

 新
しん

保
ぼ

三等三角点から真方位０４１°９９０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°１２.３′ 東経１３６°０８.８′） 

事故の概要  水上オートバイ A R C
エーアールシー

は、北進中、また、水上オートバイOCEAN
オーシャン

 

SOUL
ソ ウ ル

は、北進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年９月３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ARC、０.２トン 

 ２４４－２２４７５福井、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ OCEAN SOUL、０.１トン 

 ２４４－２３２７８福井、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊 

  同乗者Ｂ 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

水象：平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、北進中、船長ＡがＡ船の左舷船

首方を北進中のＢ船の船長Ｂ及び同乗者Ｂ（共に船長Ａの友人）が、

Ｂ船の左舷船首方を北進していたプレジャーボートの乗船者と挨拶を

かわしていたので、Ｂ船が停船するものと思い、Ｂ船の右舷側に減速

しながら接近中、Ｂ船が右旋回を開始して左舷船首方至近となったも

のの、何もできず、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷中央部が衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを後部座席に乗せて北

進中、船長Ｂが、左舷船首方を北進していたプレジャーボートの乗船

者（船長Ｂ及び同乗者Ｂの知人）と挨拶をかわした後、右旋回して反

転することとし、右舷方を確認したところ他船を認めなかったので接

近する他船はいないものと思い、右旋回を開始したところ、右舷船尾

方から接近するＡ船に気付いたものの、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

 同乗者Ｂは、右足をＡ船とＢ船との間に挟まれ、右股関節、下腿及

び足部打撲と診断された。 



分析  Ａ船は、北進中、船長Ａが、左舷船首方のＢ船が停船するものと思

い、Ｂ船の右舷側に接近したことから、右旋回を開始したＢ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、北進中、船長Ｂが、右舷方に接近する他船はいないものと

思い、右旋回を行ったことから、Ｂ船の右舷後方から接近するＡ船と

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が北進中、船長Ａが、左舷船首方の

Ｂ船が停船するものと思い、Ｂ船の右舷側に接近し、また、船長Ｂ

が、右舷方に接近する他船はいないものと思い、右旋回を行ったた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、他の水上オートバイを追走する際、他

の水上オートバイが急に旋回等を行う可能性があることを考慮

し、不要な接近を行わず、常に安全な距離を保つこと。 

 ・水上オートバイで旋回する際、旋回方向及び旋回方向後方の他船

の有無や動向に注意すること。 

 


